
『マネックス資産設計ファンド』について、
よくあるご質問とその回答をご紹介します。

ご質問

ご回答 「育成型」は、効率的な運用、資産全体の成長を重視するため、分配金は少額に
抑え、利子・配当等収益の範囲内で支払われます。（無分配ではありません。）
分配のタイミングは年1回（毎年1月）で、自動的に当ファンドの買い付け（再投資）
を行います。（再投資の手数料はかかりません。）

「隔月分配型」は、隔月の安定した分配を重視します。奇数月は利子・配当等収
益を中心とした分配を、また、5月と11月には売買益を加えたボーナス分配を目

指します。

※基準価額の水準、市況動向等によっては、分配金の支払い、または分配によ
る再投資が行われないことがあります。

「育成型」と「隔月分配型」のちがいを教えてください。

ご質問 6資産の配分比率はどのように決めるのですか？

ご回答 投資対象国の各資産（株式、債券、不動産（リート））における、原則として長期
の過去データをもとに、各資産のリスク、リターン等を推計し、証券投資理論に
もとづいて決定します。（一定のリスク水準の中で、リターンを最大化できる資
産の組み合わせ比率を決定します。）なお、基本資産配分比率の考え方につ
いては、販売用資料または投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。

基本配分比率は、資産配分専門のコンサルティング会社、イボットソン・アソシ
エイツ・ジャパン株式会社による助言に基づき、運用会社である興銀第一ライ
フ・アセットマネジメント株式会社により、決定されます。



ご質問

ご回答 当ファンドの基本資産配分比率は原則、年1回見直しが行われ、変更されます。

基本資産配分の見直しを年1回とすることで、ファンドの売買コストを低減し、算

出された配分比率の効果を最大限に活用する効率的な運用を目指します。

基本資産配分比率は、原則として、長期の過去データに基づいて、統計的に
計算されるため、各年の大幅な変更は稀であると予想されます。
ただし、日本と海外の金利差が逆転するなど、各国、各資産の期待リターンの
関係に大幅な変化が観察された場合には、随時見直しが行われます。

一度決めた基本資産配分比率は変わらないのですか？

ご質問

ご回答 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式ではなく、ファミリーファンド方式
（各資産へ投資を行うマザーファンドを、ベビーファンドが買い付ける形）に
よって運用されますが、これらマザーファンドについて信託報酬はかかりま
せんので、追加のコストは発生いたしません。

このファンドは「ファンド・オブ・ファンズ」形式ですか？
「ファンド・オブ・ファンズ」形式であれば、ほかに費用がかかりますか？

ご質問、お問い合わせは、メールまたはお電話にて
受け付けております。

■口座をお持ちの方は、ログイン後の入力フォームが便利です。

メールでのお問い合わせ お電話でのお問い合わせ

フリーダイヤル 0120-430-283
携帯電話・PHSからは、03-6737-1667

■オペレータ受付時間：平日8：00～17：00
■口座をお持ちの方は、お客様ダイヤルをご利用ください。

までお願いいたします。


